
- 1 -

国立研究開発法人土木研究所業務方法書

第１章 総則

（目的）
第１条 国立研究開発法人土木研究所（以下「研究所」という。）の業務は、独

立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。以下「通則法」という。）、国
立研究開発法人土木研究所法（平成１１年法律第２０５号。以下「法」という。）

及びこれらの法律に基づく命令によるほか、この業務方法書の定めるところに
より行うものとする。

（業務運営の基本方針）

第２条 研究所は、法第３条の目的を達成するため、通則法第３５条の４の規定
により国土交通大臣及び農林水産大臣から指示された中長期目標に基づき、業

務の効率的かつ効果的な運営に努めるものとする。

第２章 業務の方法に関する事項

（調査、試験、研究及び開発）

第３条 研究所は、法第１２条第１号の規定に基づき、土木技術に関する調査、
試験、研究及び開発（以下「試験研究等」という。）を行うものとする。

（共同研究）

第４条 研究所は、試験研究等を効率的に実施するため必要な場合は、他の者と
調査、試験、研究及び開発を分担し、技術及び知識を交換し、並びにその費用

を分担して共同で試験研究等（以下「共同研究」という。）を行うことができ
る。

２ 研究所は、技術研究組合法（昭和３６年法律第８１号）に基づく技術研究組
合（以下この項において「組合」という。）の設立に参加し又は組合に加入し、

共同で試験研究等の実施及び当該組合を運営することができる。

（共同研究協定）
第５条 研究所は、前条の規定により共同で調査、試験、研究及び開発を行うと

きは、研究所と共同して当該共同研究を行う者と共同研究協定を締結するもの
とする。

２ 共同研究協定においては、次の事項を定める。
（１）共同研究の名称

（２）共同研究の目的及び内容
（３）共同研究の実施場所

（４）共同研究の開始及び終了の時期
（５）経費の負担及び経理に関する事項

（６）成果の公表に関する事項
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（７）共同研究の遂行が困難になったときの措置
（８）共同研究に使用する設備等の相互使用に関する事項

（９）共同研究の実施の結果得られた技術が特許権、実用新案権その他これに
類する権利の対象となった場合の権利の帰属及びその実施方法

（10）その他必要な事項

（指導及び成果の普及）
第６条 研究所は、法第１２条第２号の規定に基づき、土木技術に関する指導及

び成果の普及を行うものとする。
２ 研究所は、国、地方公共団体等の要請に基づき、技術に係る課題に対して指導、

助言を行うことができる。
３ 研究所は、次の方法により、試験研究等の成果の普及を行うものとする。

（１）講演会、研究成果発表会等の開催
（２）研究報告書の作成、配布、その他学会誌、専門技術誌等への発表

（３）成果として取得した知的所有権の整備及びその積極的活用
（４）その他成果の普及に適当と認められる方法

４ 第２項及び前項に定める必要な経費については、適正な対価を徴収するもの
とする。

（出資並びに人的及び技術的支援）

第６条の２ 研究所は、法第１２条第６号の規定に基づき、研究所の研究開発成
果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者のうち適当であると認

められる者に対し、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平
成２０年法律第６３号。）第３４条の６第１項の規定による出資又は人的若し

くは技術的援助を実施することができる。

（研修）
第７条 研究所は、国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）の賛助する水災害の

危険及び危機管理のための国際センターの運営に関するユネスコとの契約に基
づき、開発途上国等から研修生を受け入れ、水災害とそのリスクマネジメント

に関する研修を行うものとする。

（検定）
第８条 研究所は、法第１２条第３号の規定に基づき、委託に基づき、土木に係

る建設技術に関する検定を行うものとする。
２ 検定に必要な経費については、適正な対価を徴収するものとする。

（重要な河川工作物等の試験研究等の受託）

第９条 研究所は、法第１２条第４号の規定に基づき、委託に基づき、重要な河
川工作物についての調査、試験、研究及び開発を行い、並びに土木に係る建設

資材及び建設工事用機械についての特別な調査、試験、研究及び開発を行うも
のとする。

（特殊な工作物の設計の受託）

第１０条 研究所は、法第１２条第５号の規定に基づき、国の委託に基づき、国
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土交通省の施行する建設工事で、法第１２条第５号の建設工事を定める政令（平
成１２年政令第３２８号）で定めるものに係る特殊な工作物の設計を行うもの

とする。

（その他の試験研究等の受託）
第１１条 研究所は、前２条に定めるもののほか、委託に基づいて行う試験研究

等の業務の受託（以下「受託業務」という。）を行うことができる。

（受託契約）
第１２条 研究所は、前３条に規定する試験研究等及び設計の業務の委託を受け

ようとするときは、委託者と受託契約を締結するものとする。
２ 前項の契約においては、次の事項について定めるものとする。

（１）受託業務の名称、種類及び金額
（２）受託業務の目的及び内容

（３）受託業務の場所
（４）受託業務の開始及び終了の時期

（５）経費の負担及び経理に関する事項
（６）委託者の提供に係る不動産、資器材等に関する事項

（７）研究所が、受託業務によって製造し、取得し又は効用を増加させた土地、
建物、構築物、機械装置、工具、器具、備品及び製品等の試験研究等の終

了後の帰属
（８）受託業務の実施の結果得られた成果が、特許権、実用新案権又は意匠権

の対象となったときの権利の帰属及びその実施の方法
（９）契約の変更に関する事項

（10）その他必要と認められる事項
３ 研究所は、受託業務について、業務の全部又は主たる部分を他に委託し、又

は請負わせることができない。

（経費の負担額）
第１３条 委託者が負担するべき経費については、別に定めるところにより算出

した額とする。

（請負契約）
第１４条 研究所は、試験研究等の業務の請負（以下「請負業務」という。）を

受けようとするときは、依頼者と請負契約を締結するものとする。
２ 前項の契約においては、次の事項について定めるものとする。

（１）請負業務の名称及び金額
（２）請負業務の実施場所

（３）請負業務の開始及び終了の時期
（４）契約の変更に関する事項

（５）その他必要と認められる事項
３ 研究所は、請負業務について、業務の全部又は主たる部分を他に委託し、又

は請負わせることができない。
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第３章 国土交通大臣の指示による業務に関する事項

（国土交通大臣の指示）
第１５条 災害の発生、その他特別な事情により急施を要すると認められる場合

においては、国土交通大臣の指示により法第１２条第１号又は第２号の業務の
うち必要な業務を実施するものとする。

２ 業務の実施に必要な経費については、適正な対価を徴収するものとする。

第４章 業務の委託に関する基準

（業務の委託）

第１６条 研究所は、自ら実施することが効率的でないと認める試験研究等の業
務を、他に委託することができる。

（委託契約）

第１７条 研究所は、試験研究等の業務の委託をしようとするときは、受託者と
委託契約を締結するものとする。

２ 前項の契約においては、次の事項について定めるものとする。
（１）委託業務の名称、種類及び金額

（２）委託業務の目的及び内容
（３）委託業務の場所

（４）委託業務の開始及び終了の時期
（５）経費の負担及び経理に関する事項

（６）委託者の提供に係る不動産、資器材等に関する事項
（７）委託業務を適正に遂行させるための措置

（８）受託者が委託費によって製造し、取得し又は効用を増加させた土地、
建物、構築物、機械装置、工具、器具、備品及び製品等の試験研究等の終

了後の帰属
（９）委託業務の実施の結果得られた技術が、特許権、実用新案権又は意匠権

の対象となったときの権利の帰属及びその実施の方法
（10）契約の変更に関する事項

（11）その他必要と認められる事項

第５章 競争入札その他の契約に関する基本的事項

（一般競争契約）
第１８条 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、次条及び

第２０条に定める場合を除き、公告して申込みをさせることにより、競争に付

さなければならない。
２ 前項の競争に付する場合においては、あらかじめ、次の事項について定める

ものとする。
（１）競争に加わろうとする者に必要な資格

（２）公告の方法
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（３）その他競争について必要な事項

（指名競争契約）
第１９条 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で前条で定める

競争に付する必要がない場合及び同条の競争に付することが不利と認められる
場合においては、指名競争に付するものとする。

２ 契約に係る予定価格が少額である場合、その他研究所の業務運営上特に必要が
ある場合においては、指名競争に付することができる。

（随意契約）

第２０条 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急を要する場合で競争
に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合に

おいては、随意契約によるものとする。
２ 契約に係る予定価格が少額である場合、その他研究所の業務運営上特に必要が

ある場合においては、前２条の定めにかかわらず、随意契約によることができ
る。

（落札者の決定等）

第２１条 競争に付する場合においては、契約の目的に応じ、予定価格の制限の
範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするも

のとする。

第６章 内部統制等に関する事項

（内部統制に関する基本方針）

第２１条の２ 研究所は、役員（監事を除く。）の職務の執行が通則法、法又は
他の法令に適合することを確保することその他研究所の業務の適正を確保する

こと（以下「内部統制」という。）に資する体制整備を行うとともに、継続的
にその見直しを図るものとする。

（研究所の役職員に関する基本的事項）

第２１条の３ 研究所は、役員及び職員（以下「役職員」という。）の倫理行動
規準及び行動規範を定めるものとする。

（役員の分掌等に関する事項）

第２１条の４ 研究所は、役員の分掌等に関し、次の事項について定めるものと
する。

（１）理事長を頂点とした意思決定ルールの明確化
（２）役員の事務分掌明示による責任の明確化

（３）理事長の意志決定を補佐又は伝達する会議の開催

（中長期計画の策定及び評価に関する事項）
第２１条の５ 研究所は、中長期計画に関し、次の事項について定めるものとす

る。
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（１）策定過程の整備
（２）進捗管理体制及び評価体制の整備

（３）進捗状況のモニタリング
（４）業務手順に沿った運営の確保及び恣意的とならない業務実績評価のため

の評価活動の適切な運営
（５）モニタリング及び自己評価を基にした適切な業務実績報告の作成

（内部統制の推進に関する事項）

第２１条の６ 研究所は、内部統制の推進に関し、次の事項について定めるもの
とする。

（１）役員を構成員とする内部統制に関する委員会の設置
（２）内部統制を担当する役員の決定

（３）内部統制推進部門の指定及び内部統制推進責任者の指定
（４）内部統制を担当する役員、内部統制推進部門及び内部統制推進責任者間

における会議の開催
（５）内部統制を担当する役員から内部統制委員会への報告及び改善策の検討

（６）内部統制を担当する役員と職員との面談の実施
（７）内部統制を担当する役員によるモニタリング体制の運用

（８）内部統制推進部門におけるモニタリング体制の運用
（９）内部統制に関する講習会の実施

（10）法令等違反の事実発生時における対応方針
（11）法令等違反役職員に対する懲戒の実施

（12）反社会的勢力への対応方針

（リスクに関する評価及び対応に関する事項）
第２１条の７ 研究所は、業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、

分析及び評価し、当該リスクへの適切な対応に関し、次の事項について定める
ものとする。

（１）リスク管理委員会の設置
（２）各業務部門の業務手順の確認

（３）各業務手順に内在するリスク因子の把握及びリスク発生原因の分析
（４）把握したリスクに関する評価

（５）リスク顕在時における対応
（６）保有施設の点検及び必要な補修

（７）防災業務計画及び事業継続計画の策定及び計画に基づく訓練等の実施
（８）事故及び災害発生時における対策本部の設置

（９）事故及び災害発生時の初動体制の構築及び情報収集の迅速な実施

（情報システムの整備及び利用に関する事項）
第２１条の８ 研究所は、情報システムの整備及び利用に関し、次の事項につい

て定めるものとする。
（１）情報システムの整備及び利用に関する組織・体制の整備

（２）各情報の伝達及び公表が確実に実施される仕組み
（３）ＩＣＴ化推進による業務運営の効率化

（４）各情報の利用及び保存が適切かつ効率的に実施させる仕組み
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２ 業務変更に伴う情報システムの改変は適宜速やかに行うものとする。

（情報セキュリティの確保に関する事項）
第２１条の９ 研究所は、情報セキュリティの確保に関し、次の事項について定

めるものとする。
（１）情報セキュリティの確保に必要な対策基準

（２）情報セキュリティ水準を適切に維持し、又は向上させるために有効な教
育・啓発、監査、評価及び見直しが確実に実施される仕組み

（３）外部委託に係る情報セキュリティ対策が確実に実施される仕組み

（個人情報保護に関する事項）
第２１条の１０ 研究所は、個人情報保護に関し、次の事項について定めるもの

とする。
（１）個人情報保護に係る点検活動の実施

（２）「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関す
る指針（平成１６年９月１４日総管情第８５号各府省等官房長等あて総務

省行政管理局長通知）」の遵守

（監事に関する事項）
第２１条の１１ 研究所は、監事に関し、次の事項について定めるものとする。

（１）監事監査に関する要綱の整備に対する監事の関与
（２）監事と理事長との常時意思疎通を確保する体制

（３）監事監査補助者の独立性に関すること
（４）監事の権限の明確化

（５）監事及び会計監査人と理事長との会合の定期的な実施

（監事監査に関する事項）
第２１条の１２ 研究所は、監事監査に関し、次の事項について定めるものとす

る。
（１）役職員による監事監査への協力

（２）監事監査結果に対する改善状況の報告
（３）国土交通大臣及び理事長への監査報告の提出

（４）監事監査結果の業務への適切な反映

（監事によるモニタリングに関する事項）
第２１条の１３ 研究所は、監事によるモニタリングに関し、次の事項について

定めるものとする。
（１）監事の重要な会議への出席

（２）監事が研究所の業務執行の意思決定に係る文書を閲覧及び調査する仕組
み

（３）監事が研究所の財産の状況を調査する仕組み
（４）監事と会計監査人との連携

（５）監事と次条に規定する内部監査担当部門との連携
（６）役職員の不正、違法及び著しい不当事実に関する監事への報告義務

（７）監事から文書提出及び説明を求められた場合の役職員の応答義務
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（内部監査に関する事項）
第２１条の１４ 研究所は、内部監査担当部門を設置し内部監査を実施するとと

もに、内部監査の結果に対する改善措置状況を理事長に報告するものとする。

（内部通報及び外部通報に関する事項）
第２１条の１５ 研究所は、内部通報及び外部通報に関し、次の事項について定

めるものとする。
（１）内部通報窓口及び外部通報窓口の設置

（２）内部通報者及び外部通報者の保護
（３）内部統制を担当する役員及び監事に内部通報及び外部通報が確実にかつ

内密に報告される仕組みの整備

（入札及び契約に関する事項）
第２１条の１６ 研究所は、入札及び契約に関し、次の事項について定めるもの

とする。
（１）監事及び外部有識者による契約監視委員会の設置

（２）談合情報がある場合の緊急対応
（３）契約事務の適切な実施及び相互けん制の確立

（４）随意契約とすることが必要な場合の明確化

（予算の適正な配分に関する事項）
第２１条の１７ 研究所は、運営費交付金を原資とする予算の配分が適正に実施

されることを確保するために体制を整備し、評価結果を研究所内部の予算配分
等に活用する仕組みを構築するとともに、研究予算の配分基準を明確化するも

のとする。

（情報の適切な管理及び公開に関する事項）
第２１条の１８ 研究所は、情報の適切な管理及び公開に関し、文書管理に関す

る事項について定め、法人の意思決定に係る文書が適切に管理されることを担
保するとともに、財務情報を含む法人情報の公開に関する事項について定める

ものとする。

（職員の人事及び懲戒に関する事項）
第２１条の１９ 研究所は、職員（非常勤職員を含む。）の人事管理に関し、次

の事項について定めるものとする。
（１）業務の適正を確保するための人事管理

（２）職員の懲戒基準
（３）在籍期間の把握

（研究開発業務の評価に関する事項）

第２１条の２０ 研究所は、研究開発業務の評価に関し、研究統括部門における
研究評価体制の確立について定めるものとする。

（研究開発業務における不正防止に関する事項）

第２１条の２１ 研究所は、研究開発業務における不正防止に関し、次の事項に
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ついて定めるものとする。
（１）研究費の適正経理

（２）経費執行の内部けん制
（３）論文ねつ造等研究不正の防止

（４）研究内容の漏えい防止
（５）研究費の管理状況把握

（役員等の損害賠償責任）

第２１条の２２ 研究所は、役員及び会計監査人の通則法第２５条の２第１項の
賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、国土交通大臣の承

認によって、賠償責任額から総務大臣が定める額を控除して得た額を限度とし
て、免除することができる。

第７章 その他必要な事項

（施設等の貸与）
第２２条 研究所は、施設等を貸し付けようとするときは、借受人と施設等貸与

契約を締結するものとする。
２ 前項の契約においては、次の事項について定めるものとする。

（１）貸与施設の名称
（２）使用目的

（３）貸与期間
（４）使用場所

（５）貸付料の額及び支払いの方法
（６）使用上の制限

（７）施設等を毀損し、又は滅失したときの措置
（８）その他必要と認められる事項

（施設等の貸付料）

第２３条 研究所は、施設等を貸し付けるときは、適正な対価を徴収するものと
する。

（その他の業務の方法）

第２４条 研究所は、この業務方法書に定めるもののほか、その業務に関し必要
な事項については、別に定める。

附 則
この業務方法書は、平成１８年４月１日から適用する。

附 則
この業務方法書は、平成２７年４月１日から適用する。



- 10 -

附 則
この業務方法書は、平成３１年２月１２日から適用する。


